
　　高知県後期高齢者医療広域連合長　桑名　龍吾

公　　　　　告

令和７年11月27日

　高知県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成19

年条例第27号）第６条第１項の規定に基づき、別添のとおり当広域連合の人事行政の運

営等の状況をここに公告する。



１　職員の任免及び職員数に関する状況

（１）　職員の採用及び退職の状況

※  会計年度任用職員を除いています。

（２）　職員数の状況

　　　　

研修生と一般任期付職員であり、会計年度任用職員を除いています。

２　職員の給与の状況

（１） 人件費の状況（令和６年度決算）

　　　　 ※  人件費には、派遣元に対する派遣職員給与等負担金は含まれていません。

（２） 職員給与費の状況（令和６年度決算）

※  職員手当は時間外勤務手当、管理職手当及び通勤手当です。

（３） 時間外勤務手当

※  時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

６,１０１千円  支給総額

１９６千円２６５千円

区　　分

歳出額（Ａ）

令和６年度

２３人

０.０１％

１人

職員数
（Ａ）

５,５１９千円

職員手当

７,０２７千円

高知県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況

１５,１０３千円

人件費（Ｂ）

１５１,９２５,６２４千円

令 和 ６ 年 度
の 人 件 費 率

令和６年度退職者数

１人

令和６年度採用者数

※　職員数は一般職に属する職員の数とし、県及び市町村からの派遣職員、国保連合会からの

※　令和６年度は、令和６年４月１日現在の職員の数です。

令和７年度

給　与　費

-１人２２人

対　前　年
増　減　数

計（Ｂ）

人件費率
（Ｂ／Ａ）

０.０１％

  職員１人当たり平均支給年額

２,１６０千円 １４,７０６千円２３人

４,５０４千円

期末・勤勉手当

令和６年度

給　料

令和５年度

１人当たり
給与費
（Ｂ／Ａ）

６３９千円



（４） 特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）

３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１） 勤務時間及び週休日、休日（令和７年４月１日現在）

勤務時間 月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき７時間45分

（午前８時30分から午後５時15分まで）

週休日 日曜日及び土曜日

休日 国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの日

（２） 休暇の種類（令和７年４月１日現在）

　職員の休暇には、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇が

あります。

ア 年次有給休暇

　１暦年20日（20日を超えない範囲内の残日数を繰り越すことができる。）

イ 病気休暇

　結核性疾患　　引き続き１年以内

　規則により定めている難病　　引き続き１年以内

　地方公務員災害補償法の規定により任命権者が公務又は通勤により生じたものであると

意見を付した疾病又は負傷　　引き続き１年以内　

　上記以外の疾病又は負傷　　引き続き90日以内。ただし、高血圧症、動脈硬化症、脳血管

疾患、虚血性心疾患、肝臓疾患、じん臓疾患、糖尿病、悪性新生物又は精神疾患にあって

は、更に引き続き60日以内で延長することができる。

ウ 特別休暇

 　 １週間を超えない範囲内でその都度必要と認める

 期間

　 その都度必要と認める日又は時間

 風水害震火災その他非常災害又は交通機関の
 事故等による出勤困難

 風水害震火災その他非常災害時の職員の退勤
 途上における身体の危険回避

 風水害震火災その他天災地変による職員の現
 住居の滅失又は破壊

（３）

 裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への
 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、

 出頭

日額

  委員長

年額

  議員

日額

日額

15,000円

40,000円  副広域連合長

  議会の議員

日額

日額

10,000円  副議長

年額

日額

（２）

7,000円

 　 その都度必要と認める日又は時間

日額

原　因

（１）  　 その都度必要と認める日又は時間

7,000円

　情報公開・個人情報保護審査会委員

（ア）

（イ）

（ウ）

  委員
  選挙管理委員会

  識見を有する者のうちから選任された委員
  監査委員

7,000円

日額

  広域連合長

報酬の額

50,000円

  議長

7,000円

7,000円  公務災害補償等審査会委員

  公務災害補償等認定委員会委員

7,000円

10,000円

区　　　　　　　分

  議会の議員のうちから選任された委員

日額

   その都度必要と認める日又は時間

（４）

（エ）

7,000円

日額

承認を与える期間

（５）  選挙権その他公民としての権利の行使



ア　一の年につき5日（9歳に達する日以後の最初の
3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっ
ては、10日）を超えない範囲内でその都度必要があ
ると認める日又は時間

ア　職員の9歳に達する日以後の最初の3月31日までの
間にある子（配偶者の子を含む。以下この項において同
じ。）が負傷若しくは疾病等の事由による看護（疾病の予
防を図るために当該子に予防接種又は健康診断を受け
させることを含む。）若しくは学校保健安全法（昭和33年
法律第56号）第20条の規定に基づく学校の休業その他こ
れに準ずるものとして次に掲げる事由（以下この項にお
いて「学校の休業等」という。）に伴う世話を必要とする場
合又は当該子の教育若しくは保育に係る行事のうち入
園、卒園若しくは入学の式典その他これに準ずる式典
（以下この項において「入園式等」という。）への参加をす
る場合において、当該看護若しくは世話又は入園式等へ
の参加のため職員が勤務しないことが相当であると認め
られるとき。

（ア）　学校保健安全法第19条の規定に基づく出席停止
（イ）　児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学
前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推
進に関する法律（平成18年法律第77号）第2条第6項に規
定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24
条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業に
おける学校保健安全法第20条の規定に基づく学校の休
業に準ずる事由又は（ア）に掲げる事由に準ずるもの

看護

 以後２週間の期間において３日を超えない範囲内でそ

 の都度必要と認める日又は時間

　　１回につき45分ずつ又は１回につき30分及び60分

 範囲内でその都度必要と認める日又は時間

      合にあっては10週間
      胎妊娠の場合にあっては14週間）前の出産の場

 　正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日を
 通じて１時間を超えない範囲内で各々必要と認める時
 間

　１　出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあって
      は、14週間）前の日から出産の日までの期間

（９）

（８）の２　職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しない

      あっては10週間）。ただし、出産予定日８週間（多

 月から出産までは１週間に１回、産後１年まではその
 間に１回（医師等の特別の指示があった場合には、い

 妊産婦の健康診断（妊娠中又は出産後１年以内

 第10条及び第13条に規定する保健指導又は健康審

 著しく困難である場合）

 勤務することが著しく困難である場合）

 の女性職員が母子保健法（昭和40年法律第141号）

 子の養育のため勤務しないことが相当であると認め

（11）

 男性職員の育児参加（職員の配偶者が出産する

 の１日２回(男性職員にあっては、配偶者が取得する
 当該休暇(労働基準法第67条の規定に基づく休暇等
 を含む。)を含む。)

（14）

（16）

（10）

 妊婦の通勤緩和（妊娠中の女性職員が通勤に交

 査を受ける場合）

　２　出産の日の翌日から８週間（多胎妊娠の場合に

 育児（職員が生後１年６月に達しない生児を育て
 る場合。ただし、男性職員にあっては、配偶者が当

 女性職員の生理（生理日において勤務することが

 妊娠障害（妊娠中の女性職員が妊娠障害のため

 ると認めるとき。）

（12）

 場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の
 始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの

 られるとき。)

（15）

　

（13）

    出産するため病院に入院する等の日から出産の日

 期間に該当する場合において、期間中５日を超えない

 ずれの期間についてもその指示された回数）とし、承

 該生児を育てることができない場合に限る｡)

 職員の出産

　　職員の配偶者が、12の項に規定する承認を与える

 要と認める日又は時間

の広域連合長が定める不妊治療に係る場合にあって

   ２日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

   ７日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

　一の年において5日(当該通院等が体外受精その他

は、10日)の範囲内の期間
　　ことが相当であると認められる場合

  妊娠６月（１月は28日として計算する。）までは４週間
 に１回、妊娠７月から９月までは２週間に１回、妊娠10

 職員の結婚

   妊娠の期間中10日を超えない範囲内でその都度必

 通機関又は交通用具を利用する場合において、その

 配偶者の出産

 混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があ

 の範囲内で必要と認める時間
 認できる時間は、１回につき、１日の正規の勤務時間

（８）

（７）

（６）    計画の実施に伴い必要と認める日又は時間
 画された能率増進計画の実施

 地方公務員法第42条の規定によりあらかじめ計



イ　一の年につき5日を超えない範囲内でその都度必
要があると認める日又は時間

ウ　一の年につき2日を超えない範囲内でその都度必
要があると認める日又は時間

ア　職員の9歳に達する日以後の最初の3月31日までの
間にある子（配偶者の子を含む。以下この項において同
じ。）が負傷若しくは疾病等の事由による看護（疾病の予
防を図るために当該子に予防接種又は健康診断を受け
させることを含む。）若しくは学校保健安全法（昭和33年
法律第56号）第20条の規定に基づく学校の休業その他こ
れに準ずるものとして次に掲げる事由（以下この項にお
いて「学校の休業等」という。）に伴う世話を必要とする場
合又は当該子の教育若しくは保育に係る行事のうち入
園、卒園若しくは入学の式典その他これに準ずる式典
（以下この項において「入園式等」という。）への参加をす
る場合において、当該看護若しくは世話又は入園式等へ
の参加のため職員が勤務しないことが相当であると認め
られるとき。

（ア）　学校保健安全法第19条の規定に基づく出席停止
（イ）　児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学
前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推
進に関する法律（平成18年法律第77号）第2条第6項に規
定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24
条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業に
おける学校保健安全法第20条の規定に基づく学校の休
業に準ずる事由又は（ア）に掲げる事由に準ずるもの

イ　職員の配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族（9
歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を
除く。）が負傷若しくは疾病等の事由により看護を必要と
する場合において職員以外に看護者がいないと認められ
るとき又は職員の中学校就学の始期に達するまでの子
（9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
を除く。）が学校の休業等に伴う世話を必要とする場合に
おいて職員以外に当該世話を行う者がいないと認められ
るとき若しくは当該子に係る卒業の式典その他これに準
ずる式典（以下この項において「卒業式等」という。）への
参加をする場合において当該卒業式等への参加のため
職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

     サービスの提供を受けるために必要な手続の代

 置を講ずることを目的とする施設で広域連合長が定め

 院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められ
 るとき。）

 負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措

 その勤務しないことが相当であると認められるとき。)

２   障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の

 社会に貢献する活動（職員が自発的に、かつ、報

 生した被災地又はその周辺の地域における生活関連
１  地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発

 酬を得ないで、次に掲げる社会に貢献する活動(専ら
 親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、

 者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子

 るものにおける活動

 主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は

 要と認める日又は時間

 の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しな
 いことが相当であると認められる場合）
   ア　要介護者の介護
   イ　要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護

     行その他の要介護者の必要な世話

 骨髄又は末梢血幹細胞の提供（職員が骨髄移植
 のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末

 短期の介護（次に掲げる要介護者の介護その他

 梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する

 及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若し

 る場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入
 くは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供す

 物資の配布その他の被災者を支援する活動

 あっては、10日）を超えない範囲内でその都度必要と
 認める日又は時間

    その都度必要と認める日又は時間

    一の年につき５日を超えない範囲内でその都度必（19）

    一の年につき５日（要介護者が２人以上の場合に

（18）

（17）

ウ　ア又はイにより一の年につき定められた期間の全て
について承認を受けた後、職員の中学校就学の始期に
達するまでの子が負傷若しくは疾病等の事由により看護
（9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
にあっては、疾病の予防を図るために当該子に予防接種
又は健康診断を受けさせることを含む。）を必要とする場
合において職員以外に看護者がいないと認められるとき
（9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
にあっては、当該看護のため職員が勤務しないことが相
当であると認められるとき。）若しくは当該子に係る学校
の休業等に伴う世話を必要とする場合において職員以外
に当該世話を行う者がいないと認められるとき又は入園
式等若しくは卒業式等への参加をする場合において当該
入園式等若しくは卒業式等への参加のため職員が勤務
しないことが相当であると認められるとき。



エ 介護休暇

　職員が要介護者（配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、

二親等以内の血族及び二親等以内の姻族)で負傷、疾病又は老齢により２週間以上の期間にわ

たり日常生活を営むのに支障があるもの）の介護をするため、任命権者が規則の定めるところに

より、職員の申出に基づき勤務しないことが相当であると認められる場合の無給の休暇。（状態

　 が継続するごとに６月を超えない範囲で、３回取得できる。）

オ 介護時間

　職員が要介護者の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当で

ある状態と認められる場合の無給の休暇。（状態が連続する３年（当該要介護者に係る指定期

間と重複する期間を除く。）の期間で、１日２時間を超えない範囲で、30分単位で取得できる。）

カ 組合休暇

　職員が任命権者の許可を得て、正規の勤務時間中に給与の支給を受けずに登録された職

員職員団体の業務に従事する場合の休暇。（１暦年につき、30日を超えない範囲で、１日又は

１時間単位で取得できる。）

（３） 育児休業等

ア 育児休業

　職員は、任命権者の承認を受けて、職員の３歳に満たない子を養育するため、その子が３歳

に達する日まで、育児休業をすることができる。

イ 部分休業

　職員は、任命権者の承認を受けて、職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する

ため、その子が小学校就学の始期に達する日まで、正規の勤務時間の始め又は終わりにおい

て、１日を通じて２時間を超えない範囲で部分休業をすることができる。（介護時間を承認された

職員（非常勤職員を除く。）は、介護時間を減じた時間を超えない範囲内で取得できる。）

４　職員の分限及び懲戒処分の状況

（１） 分限処分者数（令和６年度）

 行われる日をいう。）

 母等の死亡後15年以内に、当該父母等を追悼するた

　１　配偶者

    配偶者 ・ 配偶者の祖父母又は祖父母の配

７日

　３　祖父母 ・ 兄弟姉妹 ・ 配偶者の父母又は

　４　孫 ・ おじ又はおば ・ 配偶者の子又は子の

 忌引

 め、社会一般の慣習に従って法要等の特別な行事が

   その都度必要と認められる場合において、１日

 て、通訳その他外国人を支援する活動

 上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を

 援する活動

    父母の配偶者

 父母（実父母又は養父母に限る。）、配偶者及び
 子（以下この項において「父母等」という。）の祭日（父

 営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支

４   国際交流団体又は公的団体が行う行事等におい

（20）

０人

降　任

０人０人０人

休　職

３   １及び２に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神

３日

免　職 合　計

（21）

１日

　２　父母 ・ 子 ７日

    配偶者・おじ又はおばの配偶者
    偶者・ 配偶者の兄弟姉妹又は兄弟姉妹の



（２） 懲戒処分者数（令和６年度）

５　職員の服務の状況

（１） 年次有給休暇の取得状況

（２） 育児休業・部分休業・介護休暇の取得状況

（３） 職員の営利企業等従事許可の状況（令和６年度）

６　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

７　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１） 公務災害の発生状況（令和６年度）

（２） 勤務条件に関する措置の要求の状況（令和６年度）

（３） 不利益処分に関する不服申立ての状況（令和６年度）

減　給戒　告 合　計停　職

　　広域連合職員に対する独自の研修、勤務成績の評定は実施していません。

免　職

令和６年度平均取得日数 １４.７日

区　　分

０人 ０人 ０人 ０人 ０人

措 置 要 求 件 数

０件公務（通勤）災害認定数

部 分 休 業

育 児 休 業

令和６年度取得者数

０人

０人

許 可 件 数 １件

介 護 休 暇 ０人

不 服 申 立 て 件 数 ０件

０件


